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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　開口部を有する下部プレートと、
　前記下部プレートの縁から収納空間を形成するために延設され前記収納空間と連結され
た第１貫通孔を有する内側面を含む側壁と、
　前記側壁の外側面から前記下部プレートの下部面に沿って前記開口部の内面まで連続的
に形成され第１配線を収納するための第１溝と、
　前記下部プレートの前記開口部の内面から前記開口部の中央に向かって延設されて形成
された配線固定部と、を含むことを特徴とする液晶表示装置用収納容器。
【請求項２】
　前記配線固定部は前記下部プレートの上部面と下部面との間に位置することを特徴とす
る請求項１記載の液晶表示装置用収納容器。
【請求項３】
　前記配線固定部は前記開口部の内面から前記開口部の中央の方に延設された第１固定部
本体と、
　前記第１固定部本体の端部で前記第１固定部本体に垂直で、前記下部プレートに平行な
両方向に延設された第２固定部本体と、を含むことを特徴とする請求項１記載の液晶表示
装置用収納容器。
【請求項４】
　前記第２固定部本体は前記収納空間と向き合う面に形成された前記配線を固定するため
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の配線固定溝を含むことを特徴とする請求項３記載の液晶表示装置用収納容器。
【請求項５】
　開口部を有する下部プレートと、
　前記下部プレートの縁から収納空間を形成するために延設され前記収納空間と連結され
た第１貫通孔を有する内側面を含む側壁と、
　前記側壁の外側面から前記下部プレートの下部面に沿って前記開口部の内面まで連続的
に形成され第１配線を収納するための第１溝と、を含み、
　前記開口面の内面から前記開口部の中央の方に延設された配線固定部が形成され、前記
側壁のうち前記第１溝に対応するところには配線固定突起が形成され、前記側壁と向き合
う側壁には前記第１貫通孔と向き合う第２貫通孔が形成され、前記下部プレートには第２
貫通孔から前記下部プレートの下部面に沿って前記側壁の外側面まで補助溝が形成された
ことを特徴とする液晶表示装置用収納容器。
【請求項６】
　開口部を有する下部プレートと、前記下部プレートの縁から収納空間を形成するために
延設され前記収納空間と連結された第１貫通孔を有する内側面を含む側壁と、前記側壁の
外側面から前記下部プレートの下部面に沿って前記開口部の内面まで連続的に形成された
第１溝とを含む液晶表示装置用収納容器と、
　前記収納空間内部に配置されるランプ及び前記ランプを点灯させるために前記第１貫通
孔に配置され前記第１溝に結合された配線を含むランプ組立体と、を含み、
　前記開口部は前記開口部の内面から前記開口部の中央の方に延設され前記配線を固定す
るための配線固定部を含むことを特徴とするバックライト組立体。
【請求項７】
　前記配線固定部は前記下部プレートの上部面と下部面との間に位置することを特徴とす
る請求項６記載のバックライト組立体。
【請求項８】
　前記配線固定部は前記開口部の内面から前記開口部の中央の方に延設された第１固定部
本体と、
　前記第１固定部本体の端部から前記第１固定部本体に垂直で、前記下部プレートに平行
な両方向に延設された第２固定部本体と、を含むことを特徴とする請求項６記載のバック
ライト組立体。
【請求項９】
　前記ランプは第１電極と、前記第１電極に連結された第１配線と、前記第１電極と離隔
された第２電極と、前記第２電極に連結された第２配線と、を含むことを特徴とする請求
項６～８のいずれか１項に記載のバックライト組立体。
【請求項１０】
　前記第１配線は前記第１貫通孔に配置され前記第１溝に結合されることを特徴とする請
求項９記載のバックライト組立体。
【請求項１１】
　前記収納容器には前記第１貫通孔が形成された前記側壁と向き合う側壁に前記第１貫通
孔と向き合う第２貫通孔が形成され、前記収納容器には前記第２貫通孔から前記下部プレ
ートの下部面に沿って前記側壁の外側面まで延設された補助溝をさらに含むことを特徴と
する請求項９記載のバックライト組立体。
【請求項１２】
　前記液晶表示装置用収納容器は、前記側壁の外側面から前記下部プレートの下部面に沿
って前記開口部の内面まで連続的に形成された第２溝をさらに含み、
　前記第１配線は前記第１貫通孔に配置され前記第１溝に結合され、前記第２配線は前記
第２貫通孔に配置されて前記補助溝に沿って前記第２溝に結合されることを特徴とする請
求項１１記載のバックライト組立体。
【請求項１３】
　開口部を有する下部プレートと、前記下部プレートの縁から収納空間を形成するために
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延設され前記収納空間と連結された第１貫通孔を有する内側面を含む側壁と、前記側壁の
外側面から前記下部プレートの下部面に沿って前記開口部の内面まで連続的に形成された
第１溝とを含む液晶表示装置用収納容器と、
　前記収納空間内部に配置されるランプ及び前記ランプを点灯させるために前記第１貫通
孔に配置され前記第１溝に結合された配線を含むランプ組立体と、
　前記収納空間内部に配置され前記ランプから発生した光の光学分布を変更させる光学部
材と、
　前記収納容器に設置されて前記光学部材から出射された光を情報が含まれたイメージ光
に変更させる液晶表示パネル組立体と、を含み、
　前記開口部は前記開口部の内面から前記開口部の中央の方に延設され前記配線を固定す
るための配線固定部を含むことを特徴とする液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は液晶表示装置用収納容器、これを有するバックライト組立体及びこれを用いた
液晶表示装置に関し、より詳細にはランプに連結されたランプ配線を溝に固定させランプ
からランプ配線が断線されることを防止する液晶表示装置用収納容器。これを有するバッ
クライト組立体及びこれを用いる液晶表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、液晶は電界の強さ及び方向に対応して配列が変更される電気的特性及び配列に
対応して光の透過率を変更させる光学的特性を有する。
　液晶表示装置は液晶を用いて映像を表示する。液晶表示装置は液晶表示パネル（以下、
ＬＣＤパネルとも称する）を用いて液晶の配列を変更させ、バックライト組立体は液晶に
光を供給する。
【０００３】
　液晶表示パネルは薄膜トランジスタ基板（以下、ＴＦＴ基板と称する）と、液晶と、カ
ラーフィルター基板とを含む。
　バックライト組立体はランプ組立体と、液晶表示パネル及びランプ組立体を収納する収
納容器を含む。ランプ組立体はランプと、ランプを囲むランプカバーとランプに駆動電源
を供給するためのランプ配線とを含む。ランプは収納容器の内部に配置され、ランプ配線
は収納容器の内部から収納容器の外部に引き出され収納容器の外部に配置されたインバー
ターなどに連結される。
【０００４】
　しかし、従来のランプ配線は柔軟で扱いが難しく、液晶表示装置の組立て過程で断線さ
れる場合が頻繁である。また、ランプ配線が収納容器の外部に配置されるので液晶表示装
置の嵩を増加させる問題点を発生させる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従って、本発明はこのような従来の問題点を勘案したものとして、本発明の第１の目的
はランプに連結されたランプ配線を収納容器に液晶表示装置の嵩増加なしに固定させ、ラ
ンプ配線の扱いをより容易くし、ランプ配線の断線を防止する液晶表示装置用収納容器を
提供する。
　本発明の第２の目的は前記液晶表示装置用収納容器を有するバックライト組立体を提供
する。
　本発明の第３の目的は前記バックライト組立体をを有する液晶表示装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　また、開口部を有する下部プレートと、前記下部プレートの縁から収納空間を形成する
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ために延設され前記収納空間と連結された第１貫通孔を有する内側面を含む側壁と、前記
側壁の外側面から前記下部プレートの下部面に沿って前記開口部の内面まで連続的に形成
され第１配線を収納するための第１溝と、前記下部プレートの前記開口部の内面から前記
開口部の中央に向かって延設されて形成された配線固定部と、を含む液晶表示装置用収納
容器を提供する。
　また、開口部を有する下部プレートと、前記下部プレートの縁から収納空間を形成する
ために延設され前記収納空間と連結された第１貫通孔を有する内側面を含む側壁と、前記
側壁の外側面から前記下部プレートの下部面に沿って前記開口部の内面まで連続的に形成
された第１溝とを含む液晶表示装置用収納容器と、前記収納空間内部に配置されるランプ
及び前記ランプを点灯させるために前記第１貫通孔に配置され前記第１溝に結合された配
線を含むランプ組立体と、を含み、前記開口部は前記開口部の内面から前記開口部の中央
の方に延設され前記配線を固定するための配線固定部を含むバックライト組立体を提供す
る。
【０００７】
　また、本発明の第３の目的を具現するために、本発明は開口部を有する下部プレート、
前記下部プレートの縁から収納空間を形成するために延設され前記収納空間と連結された
第１貫通孔を有する内側面を含む側壁、前記側壁の外側面から前記下部プレートの下部面
に沿って前記開口部の内面まで連続的に形成された第１溝を含む液晶表示装置用収納容器
と、収納空間内部に配置されるランプ及びランプを点灯させるため、第１貫通孔に配置さ
れ第１溝に結合された配線を含むランプ組立体と、収納空間内部に配置されランプから発
生した光の光学分布を変更させる光学部材と、収納容器に設置されて光学部材から出射さ
れた光を情報が含まれたイメージ光に変更させる液晶表示パネル組立体と、を含み、前記
開口部は前記開口部の内面から前記開口部の中央の方に延設され前記配線を固定するため
の配線固定部を含む液晶表示装置を提供する。
【０００８】
　本発明によると、ランプに連結されたランプ配線を収納容器に形成された配線収納部に
挿入して固定させることで、柔軟なランプ配線を収納容器の指定された位置に固定し、固
定突起を設けることによりランプ配線とランプが断線されることを防止する。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、図面を参照して本発明の望ましい一実施形態をより詳細に説明する。
【００１０】
　液晶表示装置用収納容器
　実施形態１
　図１は本発明の第１実施形態による液晶表示装置用収納容器の背面斜視図である。図２
は図１のＡ－Ａに沿って切断した断面図である。
　図１及び図２に示すように、液晶表示装置用収納容器１００は下部プレート１１０、第
１側壁１２２を含む側壁１２０及び第１溝１３０を含む。
【００１１】
　下部プレート１１０は合成樹脂材質からなり、平らなプレート形状を有する。本実施形
態において下部プレート１１０は望ましく直六面体プレート形状を有する。また、下部プ
レート１１０には重さ及び嵩を減少させ、熱放出をより容易くするために開口部１１３が
形成される。本実施形態において、下部プレート１１０には一つの開口部１１３が形成さ
れる。以下、本実施形態においては下部プレート１１０に形成された開口部１１３により
形成された切断面を開口部の内面１１３ａと称する。
【００１２】
　側壁１２０は下部プレート１１０の縁に沿って同一の方向に延設される。下部プレート
１１０及び下部プレート１１０の縁から同一の方向に延設された側壁１２０により収納空
間が形成される。収納空間には詳細に後述されるランプ、導光板、光学シート類及び液晶
表示パネルなどが収納される。また、側壁１２０のうちいずれかである第１側壁１２２に
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は収納空間と連結された少なくとも一つの第１貫通孔１２３が形成される。本実施形態に
おいて、第１貫通孔１２３は第１側壁１２２の角部分に形成される。
　第１溝１３０は第１側壁１２２の外側面から下部プレート１１０の外側面に沿って開口
部１１３の内面１１３ａに至るまで形成された窪みである。このとき、第１溝１３０には
第１貫通孔１２３が形成されている。
【００１３】
　図２に示すように、第１溝１３０はＷ１の幅及びＤ１の深さを有する。第１溝１３０の
幅Ｗ１及び深さＤ１は第１溝１３０に結合されるランプ配線の直径に対応して形成される
。例えば、ランプ配線（図２に仮想線で図示）の直径がＬである場合、第１溝１３０の幅
Ｗ１及び深さＤ１が少なくともランプ配線の直径Ｌより大きくすることにより、ランプ配
線が第１溝１３０の外部に突出しないようにする。
【００１４】
　一方、下部プレート１１０に形成された第１溝１３０は少なくとも一つからなる。望ま
しくは第１溝１３０は仮想線からなるランプ配線の数に対応して形成される。例えば、２
本からなるランプ配線に対応して下部プレート１１０の外側面には第１溝１３０と第２溝
１３４が形成される。
　本実施形態によると、ランプ配線は液晶表示装置用収納容器１００の下部プレート１１
０に形成された第１溝１３０に挿入され固定されることで、ランプ配線の扱いがより容易
となり、ランプ配線の断線は防止され、ランプ配線による不必要な嵩増加を防止すること
ができる。
【００１５】
　実施形態２
　図３は本発明の第２実施形態による液晶表示装置用収納容器の背面を示す斜視図である
。図４は図３のＡ部分拡大図である。本実施形態においては配線固定部を除いては実施形
態１と同一である。従って、同一な部材については実施形態１と同一な参照符号を付与し
重複された説明は省略する。
　図３及び図４に示すように、配線固定部１３６は下部プレート１１０の開口部１１３の
内面１１３ａから内面１１３ａに対して垂直方向に開口部１１３の中央の方に向かって突
出する。
【００１６】
　配線固定部１３６は下部プレート１１０の外側底面及び内側底面に対して平行に内面１
１３ａから突出する。配線固定部１３６は第１溝１３０に固定されたランプ配線を再度固
定する。
　配線固定部１３６は第１固定部本体１３６ａ及び第２固定部本体１３６ｂで構成される
。第１固定部本体１３６ａは開口部１１３の内面１１３ａから開口部１１３の中央に向か
って延設され、棒形状を有する。第２固定部本体１３６ｂは第１固定部本体１３６ａの端
部に形成され、四角プレート形状を有する。第２固定部本体１３６ｂは下部プレート１１
０の内側底面及び外側底面に対して平行に形成される。
【００１７】
　配線固定部１３６は固定溝１３６ｃを有する。配線固定溝１３６ｃは第２固定部本体１
３６ｂのうち収納空間と向き合う面に形成される。第２固定部本体１３６ｂには少なくと
も一つの配線固定溝１３６ｃが形成される。望ましく、配線固定溝１３６ｃはランプ配線
の数に対応して形成される。例えば、２本のランプ配線を固定するために第２固定部本体
１３６ｂには２つの配線固定溝１３６ｃが形成される。このとき、配線固定溝１１３６ｃ
はランプ配線が挿入された後任意に離脱されることを防止するに十分な幅及び深さを有す
る。
　本実施形態によると、配線固定部１３６は１次的に第１溝１３０で固定されたランプ配
線を２次的に固定する。配線固定部１３６がランプ配線を再度固定することで、ランプ配
線の扱いはより容易くなる。また、配線固定部１３６及び第１溝１３０はランプ配線に加
えられた外力を分散させ、外力がランプ配線及びランプの接合部に伝達できないようにし
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てランプ配線がランプから断線されることを防止する。
【００１８】
　実施形態３
　図５は本発明の第３実施形態による液晶表示装置用収納容器の背面を示す斜視図である
。図６は図５のＣ部分拡大図である。本実施形態においては配線固定突起を除いては実施
形態１と同一である。従って、同一な部材に対しては実施形態１と同一な参照番号を付与
し、重複された説明は省略する。
　図５及び図６に示すように、第１側壁１２２に形成された第１溝１３０は配線固定突起
１３８を含む。配線工程突起１３８はランプ配線が外力により断線されることを防止する
。
【００１９】
　配線固定突起１３８は第１側壁１２２に形成された第１溝１３０の底面から所定高さに
突出する。このとき、配線固定突起１３８は第１溝１３０から第１側壁１２２の外側に突
出しないようにすることが望ましい。
　配線固定突起１３８は円筒形状または四角柱形状を有することができ、本実施形態にお
いて配線固定突起１３８は望ましくは円筒形状を有する。
　本実施形態によると、第１溝１３０及び配線固定突起１３８はランプ配線に加えられた
外力を分散させランプ及びランプ配線の断線を防止する。
【００２０】
　実施形態４
　図７は本発明の第４実施形態による液晶表示装置用収納容器の背面を示す斜視図である
。図８は図７のＤ部分拡大図である。本実施形態においては配線固定突起を除いては実施
形態１と同一である。従って、同一な部材に対しては実施形態１と同一な参照符号を付与
し、重複された説明は省略する。
　図７及び図８に示すように、第１側壁１２２に形成された第１溝１３０は配線固定突起
１３８をさらに含み、配線固定突起１３８はランプ配線が外力により断線されることを防
止する。
【００２１】
　配線固定突起１３８は第１配線固定突起１３８ａ及び第２配線固定突起１３８ｂで構成
される。
　第１配線固定突起１３８ａは第１側壁１２２に形成された第１溝１３０の内部底面から
所定の高さで突出する。
　第２配線固定突起１３８ｂは第１配線固定突起１３８ａの端部から垂直方向に延設され
る。本実施形態で、第２配線固定突起１３８ｂは望ましく第１配線固定突起１３８ａの端
部から第１配線固定突起１３８ａと垂直な方向に延設される。即ち、第２配線固定突起１
３９８ｂは第１側壁１２２の形成方向と平行な方向に延設される。このとき、第２配線固
定突起１３８ｂは第１溝１３０の外側の方に突出しないように形成される。
【００２２】
　本実施形態において、第１配線固定突起１３８ａは望ましく円筒形状または四角柱形状
を有する。
　第１配線固定突起１３８ａに形成された第２配線固定突起１３８ｂが１個のとき、第２
配線固定突起１３８ｂは第１配線固定突起１３８ａに跨っているランプ配線が外部に離脱
されることを防止することができる。
【００２３】
　これとは違って、第１配線固定突起１３８ａに形成された第２配線固定突起１３８ｂが
２個のとき、第２配線固定突起１３８ｂはランプ配線を第１配線固定突起１３８ａに一回
り巻いて固定できるようにしてランプ配線が第１配線固定突起１３８ａから離脱されるこ
とを防止することができる。
　本実施形態によると、第１溝１３０及び配線固定突起１３８はランプ配線に加えられた
外力を分散させランプ及びランプ配線の断線を防止する。
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【００２４】
　実施形態５
　図９は本発明の第５実施形態による液晶表示装置用収納容器の背面を示す斜視図である
。図１０は図９のＥ部分拡大図である。図１１は図９をＦから見た斜視図である。本実施
形態では第２貫通孔及び補助溝を除いては実施形態１と同一である。従って、同一な部材
については実施形態１と同一な参照符号を付与し、重複された説明は省略する。
　図９及び図１１に示すように、第１側壁１２２と向き合う第２側壁１２４には第２貫通
孔１２５が形成される。このとき、第１側壁１２２に形成された第１貫通孔１２３及び第
２側壁１２４に形成された第２貫通孔１２５は相互向き合うように配置される。第２貫通
孔１２５へはランプ配線が配置される。
【００２５】
　第２側壁１２４の外側面及び下部プレート１１０の外側面には補助溝１４０が形成され
る。補助溝１４０は第２貫通孔１２５に配置されたランプ配線を下部プレート１１０を固
定させる。補助溝１４０は第２側壁１２４に形成された第２貫通孔１２５を含み、第２側
壁１２４の外側面から下部プレート１１０の外側面に沿って延設されて第１溝１３０に連
結される。
　本実施形態によると、ランプ配線のうち一つは第１貫通孔１２３を通じて収納空間外部
に配置され、ランプ配線のうち残りの一つは第２貫通孔１２５を通じて収納空間外部に配
置されてもランプ配線が下部プレートから突出しないようにして液晶表示装置の嵩及び重
さが増加されることを防止する。
【００２６】
　実施形態６
　図１２は本発明の第６実施形態による液晶表示装置用収納容器の背面を示す斜視図であ
る。本実施形態では配線固定部、配線掛止突起及び第２配線収納部を除いては実施形態１
と同一である。従って、同一な部材に対しては実施形態１と同一な参照符号を付与し、重
複された説明は省略する。
【００２７】
　図１２に示すように、下部プレート１１０の開口部１１３の内面１１３ａから開口部１
１３の中央の方に配線固定部１３６が突出する。配線固定部１３６は下部プレート１１０
の上部面と下部面との間に配置される。配線固定部１３６は第１溝１３０により１次的に
固定されたランプ配線を２次的に固定する役割を遂行する。
　配線固定部１３６は開口部１１３の内面１１３ａから開口部１１３に向かって延設され
た第１固定部本体１３６ａ及び第１固定部本体１３６ａの端部から前記下部プレート１１
０と平行にＴ字形状で両側に延設された第２固定部本体１３６ｂを含む。
【００２８】
　配線固定部１３６の第２固定部本体１３６ｂのうち収納空間と向き合う面には配線固定
溝が形成される。配線固定溝１３６ｃはランプ配線の数に対応して形成される。例えば、
２つのランプ配線を固定するためには第２固定部本体１３６ｂに２つの配線固定溝１３６
ｃが形成される。
　一方、第１側壁１２２に形成された第１溝１３０には配線固定突起１３８が形成される
。配線固定突起１３８はランプ配線が外力により引っ張られたとき、外力を分散させラン
プ配線とランプとが断線されることを防止する。
【００２９】
　配線固定突起１３８は第１配線固定突起１３８ａ及び第２配線固定突起１３８ｂで構成
される。第１配線固定突起１３８ａは第１側壁１２２に形成された第１溝１３０の内部底
面から所定高さで突出する。第２配線固定突起１３８ｂは第１配線固定突起１３８ａの端
部から垂直方向に少なくとも一つが突出する。本実施形態において、第２配線固定突起１
３８ｂは第１配線固定突起１３８ａの端部から第１側壁１２２と平行にＴ字形状で２つが
突出する。このとき、第２配線固定突起１３８ｂは第１溝１３０から第１側壁１２２の外
側の方に突出しないように形成される。第１溝１３０の内部から第１側壁１２２の外側の
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方に突出された第２配線固定突起１３８ｂは液晶表示装置の嵩を増加させ、組立てを難し
くする。
【００３０】
　また、第１側壁１２２と向き合う第２側壁１２４には第２貫通孔１２５が形成される。
このとき、第１貫通孔１２３及び第２貫通孔１２５は相互向き合うように配置される。
　第１側壁１２２と対向する第２側壁１２４には第２側壁１２４の外側面から下部プレー
ト１１０の外側面に沿って第１溝１３０まで延設された補助溝１４０が形成される。第２
貫通孔１２５に配置されたランプ配線の端部は補助溝１４０を通じて第１溝１３０に挿入
されて固定される。
【００３１】
　本実施形態によると、ランプ配線を配線固定突起により１次的に固定し、ランプ配線を
第１溝及び第２溝により２次的に固定及びランプ配線を配線固定部により３次的に固定す
ることでランプ配線を下部プレート、第１側壁及び第２側壁を用いて完全に固定させるこ
とができてランプ配線の流動によるランプ配線の断線を完全に遮断することができる。
【００３２】
　バックライト組立体
　実施形態７
　図１３は本発明の第７実施形態によるバックライト組立体の分解斜視図である。図１４
は図１３を組立てした状態で背面を示す斜視図である。
　図１３及び図１４に示すように、バックライト組立体６００は液晶表示装置用収納容器
１００、補助収納容器２００及びランプ組立体３００を含む。
　液晶表示装置用収納容器１００は下部プレート１１０、側壁１２０及び第１溝１３０を
含む。
【００３３】
　下部プレート１１０は合成樹脂材質からなり、平らなプレート形状を有する。本実施形
態で下部プレート１１０は望ましく直六面体プレート形状を有する。また、下部プレート
１１０には重さ及び嵩を減少させ、熱放出をより容易くするために開口部１１３が形成さ
れる。本実施形態で下部プレート１１０には一つの開口部１１３が形成される。以下、本
実施形態においては下部プレート１１０に形成された開口部１１３により形成された切断
面を内面１１３ａと称する。
【００３４】
　側壁１２０は下部プレート１１０の縁に沿って同一の方向に延設される。下部プレート
１１０及び下部プレート１１０の縁から同一の方向に延設された側壁１２０は収納空間を
形成する。収納空間には後述されるランプ、導光板、光学シート類及び液晶表示パネルな
どが収納される。また、側壁１２０のうち一つである第１側壁１２２には収納空間と連結
された少なくとも一つの第１貫通孔１２３が形成される。本実施形態で、第１貫通孔１２
３は第１側壁１２２の角部分に形成される。
【００３５】
　第１溝１３０は第１側壁１２２の外側面から下部プレート１１０の外側面に沿って開口
部１１３の内面１１３ａに至るまで形成された窪みである。このとき、第１溝１３０には
第１貫通孔１２３が形成される。
　補助収納容器２００は補助収納容器下部プレート２１０及び下部プレート２１０から延
設された補助収納容器本体２２０を含む。補助収納容器２００は液晶表示装置用収納容器
１００の下部プレート１１０及び側壁１２０により囲まれた収納空間を覆う。補助収納容
器２００はアルミニウムまたはアルミニウム合金材質からなり、収納空間に配置されたラ
ンプ組立体３００から発生した熱を迅速に収納空間外部に放熱させる。
【００３６】
　ランプ組立体３００はランプ３１０、ランプカバー３２０、ランプホルダー３３０及び
ランプ配線３４０を含む。
　ランプ３１０はランプ本体３０２、第１電極３０４及び第２電極３０６で構成される。
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ランプ本体３０２はガラス材質でチューブ形状を有する。ランプ本体３０２の内壁には蛍
光層が形成され、ランプ本体３０２の内部には水銀及びアルゴン、ネオン、キセノン、ク
リプトンのうち少なくとも一種類以上の放電ガスが注入される。第１電極３０４及び第２
電極３０６はランプ本体３０２に配置され、ランプ本体３０２の内部に放電電圧を印加す
る。
【００３７】
　ランプカバー３２０はランプ３１０から放射上に出射された光を一方に出射させる。ラ
ンプカバー３２０は光反射率が高い金属、例えば、黄銅材質からなり、Ｕ字形状を有する
。ランプ３１０はランプカバー３２０の内部に配置される。
　ランプホルダー３３０はランプ３１０の両側端部に挿入されてランプ３１０を固定させ
る。ランプ３１０はランプホルダー３３０によりランプカバー３２０の内部に固定される
。
【００３８】
　ランプ配線３４０は第１ランプ配線３４２及び第２ランプ配線３４４で構成される。第
１ランプ配線３４２は第１電極３０４にソルダーを媒介に連結され、第２ランプ配線３４
４は第２電極３０６にはんだを介して連結される。第１ランプ配線３４２はランプカバー
３２０の後ろの方に折曲されて第２ランプ配線３４４と合された後液晶表示装置用収納容
器１００の第１貫通孔１２３を通じて収納空間の外側に配置される。
【００３９】
　合された第１ランプ配線３４２及び第２ランプ配線３４４は液晶表示装置用収納容器１
００に形成された第１溝１３０及び第２溝１３４に挿入されて固定される。
　本実施形態によると、ランプ組立体３００の第１ランプ配線３４２及び第２ランプ配線
３４４を液晶表示装置用収納容器１００の下部プレート１１０の外側面に形成される第１
溝１３０及び第２溝１３４に固定させることでランプ配線の扱いをより容易にして第１ラ
ンプ配線３４２と第１電極３０４とが断線されることを防止し、また、第２ランプ配線３
４４と第２電極３０６とが断線されることを防止する。
【００４０】
　実施形態８
　図１５は本発明の第８実施形態によるバックライト組立体の背面を示す斜視図である。
本実施形態では配線固定部を除いては実施形態７と同一である。従って、同一な部材に対
しては実施形態７と同一な参照符号を付与し、重複された説明は省略する。
　図１５に示すように、液晶表示装置用収納容器１００の下部プレート１１０に形成され
た開口部１１３の内面１１３ａからは開口部１１３の中央の方に配線固定部１３６が突出
する。配線固定部１３６は下部プレート１１０の内側壁と外側面との間に配置され、下部
プレート１１０の外側面及び内側面に対して突出しないように内面１１３ａから延設され
る。配線固定部１３６は第１ランプ配線３４２及び第２ランプ配線３４４を再度固定する
役割を遂行する。
【００４１】
　配線固定部１３６は開口部１１３の内面１１３ａから開口部１１３の中央に向かって延
設された第１固定部本体１３６ａ及び第１固定部本体１３６ａの端部から垂直方向に延設
され下部プレート１１０と平行な方向に延設された第２固定部本体１３６ｂを含む。-
【００４２】
　配線固定部１３６の第２固定部本体１３６ｂのうち補助収納容器２００と向き合う面に
は配線固定溝１３６ｃが形成される。配線固定溝１３６ｃは第１ランプ配線３４２及び第
２ランプ配線３４４の数に対応して形成される。配線固定溝１３６ｃに挿入された第１ラ
ンプ配線３４２及び第２ランプ配線３４４は補助収納容器２００と密着されてそれ以上動
くことができなくなる。
【００４３】
　本実施形態によると、ランプ組立体３００の第１ランプ配線３４２及び第２ランプ配線
３４４を液晶表示装置用収納容器１００の下部プレート１００の外側面に形成された第１



(10) JP 5068418 B2 2012.11.7

10

20

30

40

50

溝１３０に１次的に固定される。第１ランプ配線３４２及び第２ランプ配線３４４の残り
部分は再び配線固定部１３６により２次的に固定されることで、第１ランプ配線３４２及
び第２ランプ配線３４４はより堅固に液晶表示装置用収納容器１００に固定されることが
できる。
【００４４】
　実施形態９
　図１６は本発明の第９実施形態によるバックライト組立体の背面を示す斜視図である。
本実施形態においては配線固定突起を除いては実施形態７と同一である。従って、同一な
部材に対しては実施形態７と同一な参照符号を付与し、重複された説明は省略する。
　図１６に示すように、第１側壁１２２に形成された第１溝１３０には配線固定突起１３
８が形成される。配線固定突起１３８は第１溝１３０の内部に配置された第１貫通孔１２
３から延びた第１ランプ配線３４２及び第２ランプ配線３４４が外力により断線されるこ
とを防止する。
【００４５】
　配線固定突起１３８は第１配線固定突起１３８ａ及び第２配線固定突起１３８ｂで構成
される。第１配線固定突起１３８ａは第１側壁１２２に形成された第１溝１３０の内部底
面から所定高さで突出する。第２配線固定突起１３８ｂは第１配線固定突起１３８ａの端
部から垂直方向に少なくとも一つが突出する。本実施形態において、第２配線固定突起１
３８ｂは第１配線固定突起１３８ａの端部から第１側壁１２２と平行な方向に２つが突出
する。このとき、第２配線固定突起１３８ｂは第１溝１３８ａから第１側壁１２２の外側
の方に突出しないように形成される。第１溝１３０は内部から第１側壁１２２の外側の方
に突出された第２配線固定突起１３８ｂ液晶表示装置の嵩の増加を抑え、組立てを容易に
する。
【００４６】
　本実施形態によると、第１ランプ配線３４２及び第２ランプ配線３４４を配線固定突起
１３８にかけて第１溝１３０に固定させることにより、第１ランプ配線３４２及び第２ラ
ンプ配線３４４に加えられた外力により第１ランプ配線３４２とランプ３１０とが断線さ
れることを防止し、また、第２ランプ配線３４４とランプ３１０とが断線されることを防
止する。
【００４７】
　実施形態１０
　図１７は本発明の第１０実施形態によるバックライト組立体の分解斜視図である。図１
８は図１７のバックライト組立体を組立てした後背面を示す斜視図である。本実施形態に
おいては第２貫通孔及び配線固定突起を除いては実施形態７と同一である。従って、同一
な部材に対しては実施形態７と同一な参照符号を付与し、重複された説明は省略する。
　図１７及び図１８に示すように、液晶表示装置用収納容器１００の第１側壁１２２と向
き合う第２側壁１２４には第２貫通孔１２５が形成される。このとき、第１貫通孔１２３
及び第２貫通孔１２５は相互向き合うように配置される。ランプ組立体３００の第１電極
３０４に連結された第１ランプ配線３４２は第２貫通孔１２５に配置され、ランプ組立体
３００の第２電極３０６に連結された第２ランプ配線３４４は第１貫通孔１２３を通じて
収納空間の外部に配置される。
【００４８】
　第１貫通孔１２３に配置された第１ランプ配線３４２は第１側壁１２２の外側面から下
部プレート１１０の外側面に沿って開口部１１３の内面１１３ａまで延設された第１溝１
３０に固定される。
　第２貫通孔１２５に配置された第２ランプ配線３４４は下部プレート１１０の外側面に
沿って形成された補助溝１４０に固定される。補助溝１４０は第２溝１３４に連結される
。
【００４９】
　本実施形態によると、ランプ組立体３００の第１ランプ配線３４２は液晶表示装置用収
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納容器１００の第２貫通孔１２５を通じて液晶表示装置用収納容器１００の外部に配置さ
れ第１溝１３０に固定される。ランプ組立体３００の第２ランプ配線３４４は液晶表示装
置用収納容器１００の第１貫通孔１２３を通じて液晶表示装置用収納容器１００の外部に
配置され下部プレート１００の外側面に形成された補助溝１４０及び第１溝１３０に固定
され、液晶表示装置の嵩及び重さを大きく増加させず第１ランプ配線３４２または第２ラ
ンプ配線３４４を液晶表示装置用収納容器１００に固定させる。
【００５０】
　液晶表示装置
　図１９は本発明の一実施形態による液晶表示装置を示す分解斜視図である。本実施形態
においては光学部材、液晶表示パネル及びシャーシを除いては実施形態１及び実施形態７
と同一である。従って、同一な部材に対しては実施形態１及び実施形態７と同一な参照部
材を付与し、重複された説明は省略する。
　図１７に示すように、液晶表示装置９００はシャーシ８００、液晶表示パネル７００、
光学部材４００、ランプ組立体３００及び収納容器１００を含む。
【００５１】
　ランプ組立体３００が固定された液晶表示装置用収納容器１００には光学部材４００が
配置される。光学部材４００は反射板４１０、導光板４２０及び光学シート類４３０で構
成される。
　液晶表示装置用収納容器１００の下部プレートには反射板４１０が配置され、反射板４
１０の上面には導光板４２０が配置され、導光板４２０の上面には光学シート類４３０が
配置される。
【００５２】
　導光板４２０は収納容器１００に収納されるプレート形状を有する。導光板４２０は複
数個の側面、光反射面及び光出射面で構成される。光反射面は液晶表示装置用収納容器１
００の下部プレートと向き合うように配置され、光出射面は光反射面と向き合うように配
置される。導光板４２０はランプ組立体３００から供給された光の光学分布を均一に変更
し、光の方向も変更する。
　反射板４１０は導光板４２０の光反射面と液晶表示装置用収納容器１００の下部プレー
トとの間に挿入され導光板４２０の光反射面から漏洩された光を導光板４２０に再び反射
させる。
【００５３】
　光学シート類４３０は導光板４２０の光出射面に配置され、導光板４２０から出射され
た光の光学分布及び輝度分布をより均一に変更させる。光学シート類４３０は拡散シート
、プリズムシート、輝度補償フィールム、視野角補償フィールムなどの多様な種類が組合
わせられて使用されるかこれらの全部が使用することができる。
　液晶表示パネル組立体７００はＴＦＴ基板７１０、液晶、カラーフィルター基板７３０
で構成され、光学部材４３０を通過した光を情報が含まれたイメージ光に変更させる。液
晶表示パネル組立体７００は収納容器１００に固定される。
【００５４】
　シャーシ８００は液晶表示パネル組立体７００が外部に離脱されることを防止し、脆弱
な（ｆｒａｇｉｌｅ）液晶表示パネル組立体７００が外部からの衝撃などにより破損され
ることを防止する。シャーシ８００の一部は液晶表示パネル組立体７００の縁を加圧し、
シャーシ８００の残りは収納容器１００に固定される。
【産業上の利用可能性】
【００５５】
　以上、詳細に説明したように、液晶表示パネルに光を供給するランプを作動させるため
にランプに連結されたランプ配線を収納容器の背面に形成された配線収納部に固定させる
ことによりランプ配線の扱いを容易にし、ランプ配線がランプから断線されることを防止
する。
　以上、本発明の実施形態によって詳細に説明したが、本発明はこれに限定されず本発明
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が属する技術分野において通常の知識を有するものであれば本発明の思想と精神を離れる
ことなく、本発明を修正または変更できる。
【図面の簡単な説明】
【００５６】
【図１】本発明の第１実施形態による液晶表示装置用収納容器の背面斜視図である。
【図２】図１のＡ－Ａに沿って切断した断面図である。
【図３】本発明の第２実施形態による液晶表示装置用収納容器の背面を示す斜視図である
。
【図４】図３のＡ部分拡大図である。
【図５】本発明の第３実施形態による液晶表示装置用収納容器の背面を示す斜視図である
。
【図６】図５のＣ部分拡大図である。
【図７】本発明の第４実施形態による液晶表示装置用収納容器の背面を示す斜視図である
。
【図８】図７のＤ部分拡大図である。
【図９】本発明の第５実施形態による液晶表示装置用収納容器の背面を示す斜視図である
。
【図１０】図９のＥ部分拡大図である。
【図１１】図９をＦから見た斜視図である。
【図１２】本発明の第６実施形態による液晶表示装置用収納容器の背面を示す斜視図であ
　る。
【図１３】本発明の第７実施形態によるバックライト組立体の分解斜視図である。
【図１４】図１３を組立した状態で背面を図示した斜視図である。
【図１５】本発明の第８実施形態によるバックライト組立体の背面を示す斜視図であ　る
。
【図１６】本発明の第９実施形態によるバックライト組立体の背面を示す斜視図である。
【図１７】本発明の第１０実施形態によるバックライト組立体の分解斜視図でる。
【図１８】図１７のバックライト組立体を組立した背面を示す斜視図である。
【図１９】本発明の一実施形態による液晶表示装置を示す分解斜視図である。
【符号の説明】
【００５７】
１００　　　　液晶表示装置用収納容器
１１０　　　　下部プレート
１１３　　　　開口部
１２０　　　　側壁
１２２　　　　第１側壁
１２３　　　　第１貫通孔
１２４　　　　第２側壁
１２５　　　　第２貫通孔
１３０　　　　第１溝
１３６　　　　配線固定部
１３６ａ　　　第１固定部本体
１３６ｂ　　　第２固定部本体
１３６ｃ　　　配線固定溝
１３８　　　　配線固定突起
１４０　　　　補助溝
２００　　　　補助収納容器
３００　　　　ランプ組立体
３１０　　　　ランプ
３２０　　　　ランプカバー
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３３０　　　　ランプホルダー
３４０　　　　ランプ配線
３４２　　　　第１ランプ配線
３４４　　　　第２ランプ配線
４００　　　　光学部材
４１０　　　　反射板
４２０　　　　導光板
４３０　　　　光学シート類
７００　　　　液晶表示パネル
８００　　　　シャーシ
９００　　　　液晶表示装置
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